
建設コンサルタント業務における最低制限価格制度導入について
１．目的
本市では、より一層の公共工事の品質の確保を図り、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、令和８年度より建設コンサルタント業務についても、最低制限価格制度を導入します。
２．最低制限基本価格の算出（最低制限価格の算出の基礎となるもの）
	業種区分
	最低制限基本価格計算式（各項目の合計額）
	上限額
	下限額

	
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	測量業務
	直接測量
費の額
	測量調査
費の額
	諸経費
×0.5
	―
	予定価格
×0.82
	予定価格
×0.6

	土木関係建設コンサルタント業務
	直接人件
費の額
	直接経費
の額
	その他原価
×0.9
	一般管理
費×0.5
	予定価格
×0.81
	予定価格
×0.6

	建築関係建設コンサルタント業務
	直接人件
費の額
	特別経費
の額
	技術料等
経費×0.6
	諸経費
×0.6
	予定価格
×0.81
	予定価格
×0.6

	地質調査業務
	直接調査
費の額
	間接調査
費×0.9
	解析等調査
業務費×0.8
	諸経費
×0.5
	予定価格
×0.85
	予定価格
×2/3

	補償関係コンサルタント業務
	直接人件
費の額
	直接経費
の額
	その他原価
×0.9
	一般管理
費×0.5
	予定価格
×0.81
	予定価格
×0.6


最低制限基本価格（1,000円未満切捨て）＝①＋②＋③＋④
※ただし、表⑤に掲げる額を超える場合は、表⑤に掲げる額とし、表⑥に掲げる額に満たない場合は表⑥に掲げる額とする。
３．最低制限価格の算出
最低制限価格（１円未満切捨て）＝最低制限基本価格×ランダム係数
　　（ランダム係数：無作為（ランダム）に算出される「0.9950」から「1.0050」までの数値）
４．対象となる契約
予定価格が５００万円以上（税込）の建設コンサルタント業務に適用します。
５．通知等への表示
対象となる案件については、入札公告又は入札通知等に最低制限価格の有無を明記します。
６．適用日
令和８年４月１日以降に公告する業務から適用します

詳細は鉾田市建設コンサルタント業務委託の最低制限価格決定等に係る事務処理要領をご確認下さい
